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内 容  

 

学生・研修生の皆さんへ  

 

 大震災以来、心身共に大変お疲れのことと思います。心からお見舞い申し上げます。  

 現在、法科大学院・総合研究棟の復旧につとめているところですが、完全復旧には今しばらく

時間がかかりそうです。それでも、建物の構造上の危険、ならびに内部の落下物等の危険は回

避されつつあるため、下記の要領で演習室等の利用を認めます。  

 

１ 4～6階の演習室・集団学習室  

（１）利用できる時間帯：9時00分～17時00分（厳守）  

（２）注意事項  

  ＊余震には十分に注意してください。  

  ＊私物を放置しないでください。  

  ＊照明が利用できない場所があります。  

 

２ 自習室  

（１）利用方法  

 これまでどおり9時00分～17時00分の時間帯（厳守）に立ち入ることはできますが、自習室での

学習は控えてください。立入りの際には余震に注意してください。  

（２）お願い  

 時間に余裕のある方は、自己のキャレルの整理・整頓を行ってください。  

 

法務研究科長 梅津昭彦  

法実務専攻主任 大窪 誠  
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